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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　Ｃ：０．０００５～０．００５０％；
　Ｓｉ：０．２０～１．０％；
　Ｍｎ：０．４０～２．５％；
　Ｐ：０．０５％以下；
　Ｔｉ：０．０１０～０．０５０％；
　Ｎｂ：０．０１０～０．０４０％；
　Ｂ：０．０００５～０．００３０％；
　Ｓ：０．０２％以下；
　Ａｌ：０．０１～０．３０％；
　Ｎ：０．００１０～０．０１％を含有し、
　残部が鉄および不純物からなり、
　Ｓｉ含有量を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量を［Ｍｎ］としたとき、［Ｍｎ］＋５［Ｓｉ］が２
．０以上７．０以下である化学組成を有し、
　１０μｍ以上の評価長さについて０．０７μｍ間隔で測定することにより得られる表面
の断面プロファイルにおいて、前後各１５点を含む連続する計３１点の移動平均を基準と
する測定点の変位の平均が０．００５μｍ以上０．１０μｍ以下である表面性状を有する
ことを特徴とする電気めっき用鋼板。
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【請求項２】
　請求項１に記載の前記電気めっき用鋼板の前記表面に電気めっき層が形成されているこ
とを特徴とする電気めっき鋼板。
【請求項３】
　請求項１に記載の前記化学組成の溶鋼を連続鋳造してスラブを得る工程と；
　前記スラブを、１０００℃以上１３００℃以下で加熱する工程と；
　仕上げ温度がＡｒ３点以上１０００℃以下、巻取り温度が８５０℃以下の条件で熱間圧
延して熱延鋼板を得る工程と；
　前記熱延鋼板の表面スケールを除去して酸洗鋼板を得る第１酸洗工程と；
　前記酸洗鋼板を４０％以上の冷延率で冷間圧延して冷延鋼板とする工程と；
　前記冷延鋼板を再結晶温度以上の温度で焼鈍する焼鈍工程と；
　その後鋼板の表面を１０～４００ｇ／ｌの硫酸水溶液、または、その水溶液中に硝酸塩
、硫酸塩、フルオロケイ酸塩およびフルオロホウ酸塩からなる群から選択された１種また
は２種以上を混合した酸洗液で酸洗する第２酸洗工程と；を有する
ことを特徴とする電気めっき用鋼板の製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の製造方法により得られた前記電気めっき用鋼板の前記表面に、０～２
０％のＮｉを含有し残部がＺｎおよび不純物からなる電気めっきを片面当り３～１００ｇ
／ｍ２施すことを特徴とする電気めっき鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気めっき用鋼板および電気めっき鋼板ならびにそれらの製造方法に関する
。より詳しくは、自動車および家電等の分野に適用されるプレス加工用電気めっき鋼板お
よびその素材である電気めっき用鋼板ならびにそれらの製造方法に関し、特に、自動車の
燃料タンク用途に好適なめっき密着性に優れたプレス加工用電気めっき鋼板およびその素
材である電気めっき用鋼板ならびにそれらの製造方法に関する。
　本願は、２０１２年０４月１３日に、日本に出願された特願２０１２－０９２３４１号
に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車分野においては、車体重量軽減による燃費向上が進められている。自動車
の燃料タンクについても、タンク用鋼板の軽量化、および、車体デザインの複雑化や、タ
ンク収納設置場所の関係から、燃料タンク形状の複雑化が進み、タンク用鋼板には、優れ
た成形性が要求されている。
【０００３】
　このような成形性の要望を満足させるために、極低炭素鋼にＴｉおよびＮｂのような炭
窒化物形成元素を添加したＩＦ（Interstitial Free）鋼が開発されてきた。さらに、燃
料タンクには、ガソリン、アルコール、または、ガソリンが劣化して生じる有機酸に対し
て、フィルターの目詰まりの原因となる腐食生成物が生成せず、孔あき腐食が生じない鋼
板も求められている。
【０００４】
　この要求に対しては、従来から、鋼板表面にＰｂ－Ｓｎ合金、Ａｌ－Ｓｉ合金、Ｓｎ－
Ｚｎ合金、Ｚｎ－Ａｌ合金、および、Ｚｎ－Ｎｉ合金めっきを施すことが提案され、適用
されている。このため、めっき基材となる鋼板には、これらの合金のめっき性が良好であ
るとともに、プレス成形時や使用環境においてめっき密着性が良好であることも必要であ
る。
【０００５】
　しかし、近年の燃料タンクの形状の複雑化により、過酷なプレス成形を受ける鋼板では
、めっきが剥離するというめっき密着性に関する課題があった。即ち、鋼板の成形性を向
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上させても、めっき密着性の制約により、プレス成形性の向上には限界があった。
【０００６】
　このような課題に対し、電気めっきのめっき密着性を向上させるためのいくつかの方法
が提案されている。
【０００７】
　例えば、特許文献１には、１１％以上のＣｒを含有した鋼板に対して、不活性ガスや還
元性ガス雰囲気中でショットブラスト加工を施すことによって、Ｚｎ、Ｚｎ合金、Ｆｅ、
Ｆｅ合金の電気めっき密着性を向上させる技術が提案されている。
【０００８】
　特許文献２には、表面研削した後でチオ尿酸を添加した酸洗液を用い酸洗することによ
り、母材の表面を均一に処理することで、Ｚｎ系合金電気めっきのめっき密着性を向上さ
せる技術が提案されている。
【０００９】
　特許文献３には、表面凹凸の少ないブライトロールで圧延された後に焼鈍し、その後、
めっき前処理として表面研磨し、引き続き、フッ化水素ナトリウムを含む塩酸溶液中で酸
洗処理を施すことにより、電気めっき鋼板のめっき密着性を向上させる技術が提案されて
いる。
【００１０】
　特許文献４には、焼鈍後にめっき前処理として鋼板表面を研磨し、引き続き、１０秒以
下の酸洗処理を行ない、その後、電気めっきを施すことにより、めっき密着性を向上させ
る技術が開示されている。
【００１１】
　特許文献５には、めっき前に母材の表面を砥粒入り研磨材により研磨してから、Ｚｎ系
電気めっきを施すことにより、Ｚｎ系電気めっき鋼板のめっき密着性を改善する技術が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】日本国特開平４－３６２１９３号公報
【特許文献２】日本国特許第３３２７２２２号公報
【特許文献３】日本国特開平５－３２０９８１号公報
【特許文献４】日本国特開平５－２３０６８９号公報
【特許文献５】日本国特開昭６３－１４００９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、前述のいずれの技術によっても、燃料タンクのような複雑形状にプレス成形す
る際のめっき密着性を確保することは困難である。
【００１４】
　即ち、特許文献１の技術は、１１％以上のＣｒを含有した鋼板等で、表面に不動態被膜
が生成する鋼板に対し有効な技術であり、めっき密着性を低下させる不動態被膜を除去す
るのみで、元々、Ｃｒ含有量が少ない鋼板に対してめっき密着性を向上させる技術ではな
い。
【００１５】
　特許文献２の技術では、表面は均一化するが、燃料タンクのような複雑な形状にプレス
する際のめっき密着性は確保できない。特許文献３の技術では、少ない研削量で酸化物除
去が可能となるが、複雑な形状にプレスする際のめっき密着性は確保できない。
【００１６】
　特許文献４の技術では、表面は平滑になるものの、燃料タンクのような複雑な形状にプ
レスする際のめっき密着性は確保できない。特許文献５の技術においても、複雑な形状に
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プレスする際のめっき密着性は確保できないことに加え、研削による酸化皮膜の完全除去
には、処理時間の増加や設備の大型化が必要であり、実機適用は困難である。
【００１７】
　以上のように、従来技術においては、めっき密着性を改善する技術はあるものの、燃料
タンクに適用するために、複雑なプレス成形をする際にも、めっき密着性を確保すること
ができる技術はない。
【００１８】
　本発明は、このような技術的課題に鑑みてなされたものであり、複雑なプレス成形を施
した場合においても優れためっき密着性を確保することを可能とし、自動車分野や家電分
野への適用、とりわけ、自動車の燃料タンクに適用するのに好適な、プレス加工用電気め
っき鋼板およびその素材である電気めっき用鋼板ならびにそれらの製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、上記課題を解決するために、燃料タンクのような複雑な形状にプレス加工す
る鋼板のめっき密着性について検討した。その結果、通常の接触式表面粗度計では解らな
いレベルの細かな表面粗度をレーザー顕微鏡で測定し、所要の範囲に調整することにより
、優れためっき密着性が得られることが判明した。
【００２０】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたもので、その要旨は下記のとおりである。
【００２１】
　（１）本発明の第一の態様に係る電気めっき用鋼板は、質量％で、Ｃ：０．０００５～
０．００５０％；Ｓｉ：０．２０～１．０％；Ｍｎ：０．４０～２．５％；Ｐ：０．０５
％以下；Ｔｉ：０．０１０～０．０５０％；Ｎｂ：０．０１０～０．０４０％；Ｂ：０．
０００５～０．００３０％；Ｓ：０．０２％以下；Ａｌ：０．０１～０．３０％；Ｎ：０
．００１０～０．０１％を含有し、残部が鉄および不純物からなり、Ｓｉ含有量を［Ｓｉ
］、Ｍｎ含有量を［Ｍｎ］としたとき、［Ｍｎ］＋５［Ｓｉ］が２．０以上７．０以下で
ある化学組成を有し、１０μｍ以上の評価長さについて０．０７μｍ間隔で測定すること
により得られる表面の断面プロファイルにおいて、前後各１５点を含む連続する計３１点
の移動平均を基準とする測定点の変位の平均が０．００５μｍ以上０．１０μｍ以下であ
る表面性状を有する電気めっき用鋼板である。
【００２２】
　（２）本発明の第二の態様に係る電気めっき鋼板は、上記（１）に記載の前記電気めっ
き用鋼板の前記表面に電気めっき層が形成されている電気めっき鋼板である。
【００２３】
　（３）本発明の第三の態様に係る電気めっき用鋼板の製造方法は、上記（１）に記載の
前記化学組成の溶鋼を連続鋳造してスラブを得る工程と；前記スラブを、１０００℃以上
１３００℃以下で加熱する工程と；仕上げ温度がＡｒ３点以上１０００℃以下、巻取り温
度が８５０℃以下の条件で熱間圧延して熱延鋼板を得る工程と；前記熱延鋼板の表面スケ
ールを除去して酸洗鋼板を得る第１酸洗工程と；前記酸洗鋼板を４０％以上の冷延率で冷
間圧延して冷延鋼板とする工程と；前記冷延鋼板を再結晶温度以上の温度で焼鈍する焼鈍
工程と；その後鋼板の表面を１０～４００ｇ／ｌの硫酸水溶液、または、その水溶液中に
硝酸塩、硫酸塩、フルオロケイ酸塩およびフルオロホウ酸塩からなる群から選択された１
種または２種以上を混合した酸洗液で酸洗する第２酸洗工程と；を有する電気めっき用鋼
板の製造方法である。
【００２４】
　（４）本発明の第四の態様に係る電気めっき鋼板の製造方法は、上記（３）に記載の製
造方法により得られた前記電気めっき用鋼板の前記表面に、０～２０％のＮｉを含有し残
部がＺｎおよび不純物からなる電気めっきを片面当り３～１００ｇ／ｍ２施す電気めっき
鋼板の製造方法である。
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【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、めっき密着性の良好な鋼板が得られ、自動車分野および家電分野等、
特に、自動車の燃料タンク用途に好適なプレス成形性とめっき密着性とを有する電気めっ
き鋼板およびその素材である電気めっき用鋼板ならびにそれらの製造方法を提供すること
ができる。また、本発明によれば、めっき鋼板の許容加工度が向上し、自動車、とりわけ
、燃料タンクの軽量化、車体デザインの複雑化が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】Ｓｉ含有量及びＭｎ含有量と、めっき密着性との関係を示す図である。
【図２】表面微小凹凸の測定例を示す図である（本発明においては、０．０７μｍ間隔で
測定した高さと、その各測定点の測定方向の両横３１点分の高さの平均との差を求め、全
ての平均を用いて指標化した）。
【図３】「測定点（Ａ）」と「両横３１点の高さの平均（Ｂ）」と「「測定点（Ａ）」と
「両横３１点の高さの平均（Ｂ）」との差（Ｃ）」とを示す図２の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明を実施するための形態について、詳細に説明する。なお、以下の説明にお
いては、化学組成における質量％は、単に％と記載する。
【００２８】
　本発明者は、従来技術では極めて困難であった燃料タンクのような複雑形状へのプレス
加工においても、優れためっき密着性を有する電気めっき鋼板を得るために鋭意検討を重
ねた。その結果、通常の接触式表面粗度計では解らないレベルの細かな表面粗度をレーザ
ー顕微鏡で測定し、以下のレベルで調整すると、優れためっき密着性が得られることを知
見した。
【００２９】
　また、そのためには、ＳｉおよびＭｎの含有量を特定範囲内にし、めっき前の表面を１
０～４００ｇ／ｌの硫酸水溶液、または、その水溶液中に硝酸塩、硫酸塩、フルオロケイ
酸塩およびフルオロホウ酸塩からなる群から選択された１種または２種以上を混合した酸
洗液で酸洗を行うことで実現できることを知見した。
【００３０】
　そして、上記知見に基づいて、自動車分野や家電分野等、特に、自動車の燃料タンクの
ような複雑な形状にも適用可能なプレス成形性とめっき密着性を実現できることを見出し
て、本発明に至った。
【００３１】
　即ち、本発明の電気めっき鋼板は、冷延鋼板と、上記冷延鋼板の表面に形成されためっ
き層とを有する。質量％で、Ｃ：０．０００５～０．００５０％、Ｓｉ：０．２０～１．
０％、Ｍｎ：０．４０～２．５％、Ｐ：０．０５％以下、Ｔｉ：０．０１０～０．０５０
％、Ｎｂ：０．０１０～０．０４０％、Ｂ：０．０００５～０．００３０％、Ｓ：０．０
２％以下、Ａｌ：０．０１～０．３０％、Ｎ：０．００１０～０．０１％を含有し、残部
が鉄および不純物からなる。Ｓｉ含有量を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量を［Ｍｎ］としたとき、
［Ｍｎ］＋５［Ｓｉ］が２．０以上７．０以下である化学組成を有し、１０μｍ以上の評
価長さについて０．０７μｍ間隔で測定することにより得られる表面の断面プロファイル
において、前後各１５点を含む連続する計３１点の移動平均を基準とする測定点の変位の
平均が０．００５μｍ以上０．１０μｍ以下である表面性状を有する。
【００３２】
　以下、本発明者が、上記事実を知見した実験内容及び解析内容について説明する。本発
明者は、先ず、Ｃ：０．０００５～０．００５０％、Ｓｉ：０.０６～１．４％、Ｍｎ：
０．１～３．５％、Ｐ：０．０５％以下、Ｔｉ：０．０１０～０．０５０％、Ｎｂ：０．
０１０～０．０４０％、Ｂ：０．０００５～０．００３０％、Ｓ：０．０２％以下、Ａｌ
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：０．０１～０．３０％、Ｎ：０．００１０～０．０１％の範囲で組成を変化させた鋼を
、真空溶解炉で溶製し、１２３０℃で１時間加熱保持し、その後、仕上げ温度８５０～９
５０℃で熱間圧延して熱延板とした。
【００３３】
　次に、この熱延板を酸洗し、その後、冷延率５０～９０％で冷間圧延し冷延板とした。
この冷延板を、窒素９５％及び水素５％の雰囲気中で、８００℃で６０秒間保持するサイ
クルで焼鈍を施して焼鈍板とした。
【００３４】
　その後、焼鈍板の表面を、硫酸水溶液、および、これに硝酸塩、硫酸塩、フルオロケイ
酸塩、フルオロホウ酸塩の１～４種を加えた溶液を用いて酸洗処理を施した。その後、鋼
板の表面に、０～２０％のＮｉと残部がＺｎおよび不純物からなる電気Ｚｎめっきまたは
電気Ｚｎ－Ｎｉめっきを施し、電気めっき鋼板とした。
【００３５】
　次いで、電気めっき鋼板を用い、デュポン衝撃試験を行い、めっきの密着性を評価した
。デュポン衝撃試験は、燃料タンクのような複雑形状へのプレスを想定し、通常（ポンチ
径５ｍｍ）よりも厳しめの先端形状であるポンチ径４ｍｍ、重量５００ｇの錘を用い、高
さ１ｍから鋼板に落下させて実施した。
【００３６】
　その結果を図１に示す。図１の中で、横軸にＳｉ含有量をとり、縦軸にＭｎ含有量をと
り、めっき剥離無しを○で示し、めっき剥離有りを×または△で示した。めっき剥離の有
無は、試験後のサンプル表面に粘着テープを貼り、その後引き剥がし、めっきが剥離しな
かった場合をめっき剥離無し（○）、めっきが剥離して粘着テープに付着した場合をめっ
き剥離有り（×または△）とした。なお、めっき剥離有りの場合の×と△の違いは、以下
で述べる表面の微小凹凸が０．００５μｍ未満であったことに起因する剥離を×とし、０
．１０μｍ超であったことに起因する剥離を△とした。
【００３７】
　上記デュポン試験の結果から、Ｓｉ含有量を０．２０％以上１．０％以下にし、Ｍｎ含
有量を０．４０％以上２．５％以下にし、さらに、Ｓｉ含有量を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量を
［Ｍｎ］としたとき、［Ｍｎ］＋５［Ｓｉ］を２．０以上７．０以下にすると、良好なめ
っき密着性を確保できることを知見した。
【００３８】
　さらに、本発明者は、上述した現象のメカニズムを検討するために、めっき直前の鋼板
の表面性状を詳細に調査した。その結果、めっき剥離の有無と、表面の微小凹凸との間に
相関があることを見出し、本発明に到った。表面の微小凹凸は、株式会社キーエンス製の
形状測定レーザマイクロスコープVK－8700、8710シリーズを用いて以下のように測定した
。
【００３９】
　即ち、鋼板の表面の微小凹凸が、図２および図３に示すように、１０μｍ以上の評価長
さについて０．０７μｍ間隔で測定することにより得られる表面の断面プロファイルにお
いて、前後各１５点を含む連続する計３１点の移動平均を基準とする測定点の変位の平均
（以下、「微小凹凸高さ」ともいう。）が０．００５μｍ以上０．１０μｍ以下である表
面性状を有する場合には、めっき剥離が起こらず良好なめっき密着性を得られたが、０．
００５μｍ未満の場合（図１の×）および０．１０μｍ超の場合（図１の△）には、めっ
き剥離が生じた。なお、図３における「測定点（Ａ）」は上記「測定点」であり、「両横
３１点の高さの平均（Ｂ）」は上記「前後各１５点を含む連続する計３１点の移動平均」
であり、「「測定点（Ａ）」と「両横３１点の高さの平均（Ｂ）」との差（Ｃ）」は上記
「前後各１５点を含む連続する計３１点の移動平均を基準とする測定点の変位」である。
【００４０】
　この理由は定かではないが、微小凹凸高さが０．００５μｍ未満の場合は０．００５μ
ｍ以上に比べ、めっきの地鉄へのアンカー効果が小さいためであり、一方、０．１０μｍ
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超の場合は、凹凸が大きすぎて、電気めっきの際に水素が発生し易くなり、また、その水
素がより溜まり易くなり、衝撃が加わった際に、めっきが剥離し易くなったと推察できる
。
【００４１】
　次に、本発明の鋼板の化学組成の限定理由について説明する。
【００４２】
　＜Ｃ：０．０００５～０．００５０％＞
　Ｃは、極めて重要な元素である。具体的には、Ｃは、ＮｂおよびＴｉと結合して炭化物
を形成し、高強度化を達成するのに有効な元素である。しかし、Ｃ含有量が０．００５０
％を超えると、Ｃの固定に必要なＴｉおよびＮｂを添加しても、加工性が低下するととも
に、溶接部靭性が低下する。したがって、Ｃ含有量は０．００５０％以下とする。
【００４３】
　一方、本発明の鋼板においては、Ｃ含有量が低くても、他の強化方法で強度を補うこと
ができるが、Ｃ含有量が０．０００５％未満の場合、強度の確保が困難になるとともに、
製鋼時の脱炭コストが上昇する。
【００４４】
　よって、Ｃ含有量は０．００５０％以下とする。極めて高い加工性および溶接部靭性が
要求される場合には、０．００３０％以下とすることが好ましい。
【００４５】
　＜Ｓｉ：０．２０～１．０％＞
　Ｓｉは、固溶強化元素として、高強度化のために有効な元素である。本発明者らは、Ｓ
ｉを０．２０％以上、好ましくは０．３０％以上含有させると、電気めっき後のめっき密
着性が向上することを知見した。
【００４６】
　その理由は、先にも述べたように、酸洗後に、表面に微小な凹凸が生成するためである
。これは、表面Ｓｉが酸化して生成したＳｉ酸化物が、表面を完全に層状に被覆している
わけではなく、表面に不均一に分布しており、これが、酸洗で不均一に溶解して、表面の
凹凸を形成することに起因すると推察される。その結果、めっきの密着性が向上する。し
たがって、Ｓｉ含有量は０．２０％以上とする。好ましくは０．３０％以上である。
【００４７】
　しかし、Ｓｉ含有量が１．０％を超えると、他の条件が本発明の範囲内であっても、密
着性が損なわれる。これは、凹凸が大きすぎ、電気めっきの際に水素発生がし易くなり、
また、その水素がより溜まり易くなることによって、衝撃が加わった際に、めっきが剥離
し易くなると推察される。よって、Ｓｉ含有量は１．０％以下とする。
【００４８】
　＜Ｍｎ：０．４０～２．５％＞
　Ｍｎは、Ｓｉと同様に固溶強化により鋼板強度を高める元素であるとともに、めっき密
着性の向上を目的とした本発明において重要な元素の１つである。
【００４９】
　Ｍｎも、Ｓｉと同様に、電気めっき後のめっき密着性を向上させることを本発明者らは
知見した。その理由は、先にも述べたように、表面の凹凸が生成するためである。これは
、表面Ｍｎが酸化して生成したＭｎ酸化物が、表面を完全に層状に被覆しているわけでは
なく、表面に不均一に分布しており、これが、酸洗で不均一に溶解して、表面の凹凸を形
成することに起因していると推察される。
【００５０】
　このため、めっきの密着性が向上する。この効果は０．４０％以上で得られるので、Ｍ
ｎ含有量を０．４０％以上とする。好ましくは０．５０％以上である。
【００５１】
　しかし、Ｍｎ含有量が２．５％を超えると、他の条件が本発明の範囲内であっても、密
着性が損なわれる。これは、凹凸が大きすぎるため、電気めっきの際に水素発生がし易く
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なり、また、その水素がより溜まり易くなることで、衝撃が加わった際に、めっきが剥離
し易くなると推察される。よって、Ｍｎ含有量は２．５％以下とする。
【００５２】
　Ｍｎには、組織を微細化して高強度化する機構と、固溶強化により高強度化する機構が
ある。Ｍｎ含有量を０．７％以上とすることにより、他の元素で強度を補完した場合に生
じうる、耐二次加工脆性や溶接部靭性の低下を回避することが容易になる。したがって、
Ｍｎ含有量は０．７％以上とすることが好ましい。
【００５３】
　＜Ｐ：０．０５％以下＞
　Ｐは、添加しても加工性の劣化が少なく、固溶強化により高強度化を図るうえで有効な
元素である。しかし、Ｐは、粒界に偏析して、耐二次加工脆性を劣化させるとともに、溶
接部に凝固偏析を生じ、溶接部靭性を劣化させる元素でもある。
【００５４】
　Ｐ含有量が０．０５％を超えると、Ｐの偏析が生じる。したがって、Ｐ含有量は、０．
０５％以下とする。なお、Ｐ含有量の下限は特に規定する必要はないが、０．００５％未
満にすると、精錬コストが高くなるので、０．００５％以上とすることが好ましい。高強
度鋼板とする場合、強度確保の観点からＰ含有量は０．０２％以上とすることが好ましい
。
【００５５】
　＜Ｔｉ：０．０１０～０．０５０％＞
　Ｔｉは、ＣおよびＮとの親和力が強く、凝固時または熱間圧延時に炭窒化物を形成し、
鋼中に固溶しているＣおよびＮを低減して、加工性を高める元素である。
【００５６】
　しかし、Ｔｉ含有量が０．０１０％未満では、上記効果が得られない。したがって、Ｔ
ｉ含有量は０．０１０％以上とする。一方、Ｔｉ含有量が０．０５０％を超えると、溶接
継手の溶接部の靭性が劣化する。したがって、Ｔｉ含有量は０．０５０％以下とする。
【００５７】
　＜Ｎｂ：０．０１０～０．０４０％＞
　Ｎｂは、Ｔｉと同様に、ＣおよびＮとの親和力が強く、凝固時または熱間圧延時に炭窒
化物を形成し、鋼中に固溶しているＣおよびＮを低減して、加工性を高める元素である。
【００５８】
　しかし、Ｎｂ含有量が０．０１０％未満では、上記効果が得られない。したがって、Ｎ
ｂ含有量は０．０１０％以上とする。一方、Ｎｂ含有量が０．０４０％を超えると、再結
晶温度が高くなり、高温焼鈍が必要になるとともに、溶接継手の溶接部の靭性が劣化する
。したがって、Ｎｂ含有量は０．０４０％以下とする。
【００５９】
　＜Ｂ：０．０００５～０．００３０％＞
　Ｂは、粒界に偏析して、粒界強度を高め、耐二次加工脆性を良好にする元素である。し
かし、０．０００５％未満の場合、上記効果が得られない。したがって、Ｂ含有量は０．
０００５％以上とする。
【００６０】
　一方、Ｂ含有量が０．００３０％を超えると、溶接時にＢがγ粒界に偏析してフェライ
ト変態を抑制し、溶接部およびその熱影響部の組織が低温変態生成組織となるので、溶接
部およびその熱影響部が硬質化して、溶接部の靭性が劣化する。
【００６１】
　また、多量にＢを添加すると、熱間圧延時におけるフェライト変態も抑制され、低温変
態生成組織の熱延鋼板となって、熱延鋼板の強度が高くなり、冷間圧延時の負荷が高くな
る。さらに、Ｂが０．００３０％を超えると、再結晶温度が高くなり、高温での焼鈍が必
要となるので、製造コストの上昇を招くとともに、深絞り性の指標であるｒ値の面内異方
性が大きくなり、プレス成形性が劣化する。
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【００６２】
　したがって、Ｂ含有量は０．００３０％以下とする。好ましくは０．００１５％以下で
ある。
【００６３】
　＜Ｓ：０．０２％以下＞
　Ｓは、鋼の精錬時に不可避的に混入する不純物であり、ＭｎおよびＴｉと結合して析出
物を形成し、加工性を劣化させる元素である。それ故、Ｓ含有量は、０．０２％以下に、
好ましくは０．０１％以下とする。Ｓ含有量の下限は特に規定する必要はないが、Ｓ含有
量を０．０００１％未満に低減すると、製造コストが高くなるので、０．０００１％以上
とすることが好ましい。
【００６４】
　＜Ａｌ：０．０１～０．３０％＞
　Ａｌは、鋼の精錬時に脱酸材として使用する元素である。Ａｌ含有量が０．０１％未満
では脱酸効果が得られない。したがって、Ａｌ含有量は０．０１％以上とする。一方、Ａ
ｌ含有量が０．３０％を超えると、溶接部の靭性の低下や加工性の低下を招く。したがっ
て、Ａｌ含有量は０．３０％以下とする。
【００６５】
　＜Ｎ：０．００１０～０．０１％＞
　Ｎは、鋼の精錬時に不可避的に混入する元素である。固溶Ｎは加工性を低下させるが、
Ｔｉ、Ａｌ、および、Ｎｂの窒化物を形成することにより、加工性の低下は回避できる。
しかし、その析出物により溶接部の靭性を劣化させる。このため、Ｎ含有量は０．０１％
以下とする。Ｎ含有量の下限は特に規定する必要はないが、Ｎ含有量を０．００１０％未
満に低減すると、製造コストが高くなる。したがって、Ｎ含有量は０．０１％以下とする
。
【００６６】
　なお、本発明の鋼板における残部、即ち、上述した各元素以外の成分は、鉄および不純
物である。
【００６７】
　＜［Ｍｎ］＋５［Ｓｉ］：２．０以上７．０以下＞
　さらに、本発明では、Ｓｉ含有量を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量を［Ｍｎ］としたとき、［Ｍ
ｎ］＋５［Ｓｉ］を２．０以上７．０以下と限定する。その理由は、ＳｉとＭｎが本発明
の範囲内でも、［Ｍｎ］＋５［Ｓｉ］が２．０未満であると、表面の微小凹凸高さが０．
００５μｍ以上にならず、一方、７．０を超えると、表面の微小凹凸高さが０．１０μｍ
を超えて、めっき密着性が低下するからである。
【００６８】
　次に、本発明の鋼板の製造方法について説明する。本発明の鋼板を製造する際は、先ず
、上述した化学組成となるように調整した原料を転炉または電気炉に投入し、真空脱ガス
処理を行ってスラブにする。
【００６９】
　次に、このスラブを、加熱温度１０００℃以上１３００℃以下で、仕上げ温度がＡｒ３

点以上１０００℃以下、巻取り温度が８５０℃以下の条件で熱間圧延し、熱延コイルを得
る。熱間圧延の加熱温度は、圧延温度確保のために１０００℃以上とする。
【００７０】
　一方、熱間圧延の靭性低下の要因となる粗大ＴｉＮ生成を抑制するためや、オーステナ
イト粒粗大化を抑制するために、さらには、加熱コスト抑制のため、熱間圧延の加熱温度
は１３００℃以下とする。
【００７１】
　熱間圧延の仕上げ温度がＡｒ３点未満であると、鋼板の加工性が損なわれるので、熱間
圧延の仕上げ温度はＡｒ３点以上とする。また、熱間圧延の仕上げ温度を１０００℃以下
にすることにより、鋼板の組織を制御して低温靭性を向上させることができる。さらに、
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熱間圧延後の巻取り温度が８５０℃を超えると、冷延焼鈍後の鋼板の強度が低下するので
、巻取り温度は８５０℃以下とする。巻取り温度の下限は特に規定しないが、４００℃以
上とすることが好ましい。
【００７２】
　次に、上述の方法で作製した熱延鋼板を、酸洗により脱スケールした後、４０％以上の
冷間圧延率で冷間圧延して、冷延鋼板を得る。このとき、冷間圧延率が４０％未満である
と、焼鈍後の鋼板の強度が低下するとともに、深絞り加工性が劣化する。冷間圧延率は６
０～８５％が好ましく、これにより、強度および深絞り加工性がより優れためっき鋼板と
なる。
【００７３】
　その後、冷延鋼板を再結晶温度以上の温度で焼鈍する。その際、焼鈍温度が再結晶温度
未満の場合は、良好な集合組織が発達せず、深絞り加工性が劣化する。一方、焼鈍温度が
高くなると、鋼板の強度が低下するので、焼鈍は８５０℃以下で実施することが好ましい
。
【００７４】
　次に、表面の不均一に分散した酸化物を除去して、微小な表面凹凸を得るため、めっき
前の冷延コイルの表面を１０～４００ｇ／ｌの硫酸水溶液、または、その水溶液中に硝酸
塩、硫酸塩、フルオロケイ酸塩およびフルオロホウ酸塩からなる群から選択された１種ま
たは２種以上を混合した酸洗液で酸洗を行う。ここで、酸洗の効率を上げるために電解酸
洗としても良い。
【００７５】
　上記酸洗液において主剤として使用する硫酸は酸化膜の溶解作用、通電性向上のために
添加するものであるが、他の溶剤と共存する場合、１０ｇ／ｌ未満の濃度では、酸洗効率
が著しく悪く、一方、４００ｇ／ｌ超の濃度では過酸洗となり表面凹凸を粗大な凹凸とす
る。したがって、本発明においては、硫酸は１０～４００ｇ／ｌで使用する。
【００７６】
　硫酸水溶液中には、酸化膜の除去速度を向上させるために、フルオロケイ酸ソーダ、フ
ルオロケイ酸カリウムの如きフルオロケイ酸塩やフルオロホウ酸ソーダ、フルオロホウ酸
アンモニウムの如きフルオロホウ酸塩の１種または２種以上を添加してもよい。
【００７７】
　フルオロケイ酸塩およびフルオロホウ酸塩は、それぞれ、１０ｇ／ｌ含有させることに
より酸化膜の除去速度を大幅に向上させることができる。したがって、いずれかの含有量
を１０ｇ／ｌ以上とすることが好ましい。一方、いずれも１００ｇ／ｌ超含有させても効
果が飽和する。したがって、いずれの含有量も、１００ｇ／ｌ以下とすることが好ましい
。
【００７８】
　硝酸塩は、酸化膜の除去速度を向上させるとともに、過酸洗を抑制する効果がある。硝
酸塩としては、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸アンモニウム等を用いることができ
る。上記効果をより確実に得るには、硝酸塩の含有量を５０ｇ／ｌ以上とすることが好ま
しい。一方、硝酸塩の含有量を２００ｇ／ｌ超としても効果が飽和するので、その含有量
は２００ｇ／ｌ以下とすることが好ましい。
【００７９】
　硫酸ナトリウムに代表される硫酸塩は、酸洗における過酸洗を抑制する効果がある。上
記効果をより確実に得るには、その含有量を５０ｇ／ｌ以上とすることが好ましい。一方
、その含有量を２００ｇ／ｌ超としても効果が飽和するので、２００ｇ／ｌ以下とするこ
とが好ましい。
【００８０】
　その後、この鋼板に電気めっきを施し、電気めっき鋼板とする。この電気めっきは、０
～２０％のＮｉと残部がＺｎおよび不純物からなるめっきを施すことが好ましい。燃料タ
ンクの腐食環境を考慮すると、亜鉛腐食生成物を安定化させて耐食性を向上させる効果が
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あるＮｉの含有量は２％以上とすることが好ましく、５％以上とすることがさらに好まし
い。一方コストの観点からは、Ｎｉ含有量は１５％以下とすることが好ましい。
【００８１】
　めっき付着量は、片面当り３～１００ｇ／ｍ２とすることが好ましい。めっき付着量を
３ｇ／ｍ２以上とすることにより、一層高い耐食性を確保することが可能となり、１００
ｇ／ｍ２以下とすることにより、コストの上昇を抑えるとともに、厚みがまだらになり模
様欠陥となることや、また、溶接性の低下を抑制することが可能となる。めっきの付着量
は片面当り３～５０ｇ／ｍ２とすることが好ましい。
【００８２】
　なお、めっきの上に化成処理皮膜、クロメート皮膜もしくは各種有機皮膜を施しても同
様の効果は得られる。また、有機被覆をした塗装鋼板として使用しても同様の効果は得ら
れる。
【実施例】
【００８３】
　次に、本発明の実施例について説明するが、実施例での条件は、本発明の実施可能性及
び効果を確認するために採用した一条件例であり、本発明は、この一条件例に限定される
ものではない。本発明は、本発明の要旨を逸脱せず、本発明の目的を達成する限りにおい
て、種々の条件を採用し得るものである。
【００８４】
　（実施例１）
　表１に示す成分組成の鋼を溶製し、１２２０℃に加熱保持した後、熱延仕上げ温度をＡ
ｒ３点以上１０００℃以下、巻取り温度を６３０～６７０℃の条件で熱間圧延し、板厚が
４ｍｍの熱延板にした。次に、この熱延板を、酸洗後、冷間圧延して、厚さ１．２ｍｍの
冷延板にした。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
　なお、表１に示す化学組成における残部は、鉄および不純物である。また、表１におけ
る下線は、本発明の範囲外であることを示す。
【００８７】
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　さらに、この冷延板に対して、再結晶温度以上の温度で６０～１２０秒間保持するサイ
クルの焼鈍を施し焼鈍鋼板を得た。この焼鈍鋼板を、３０～５０℃の表２に示す酸洗液を
用い表面を１～３０秒間酸洗処理し、その後、電気めっきを施した。めっき組成およびめ
っき付着量は表２のとおりである。
【００８８】
【表２】

【００８９】
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　めっき直前の鋼板について、上述した株式会社キーエンス製の形状測定レーザマイクロ
スコープVK－8700、8710シリーズを用いて、評価長さ２０μｍとして微小凹凸高さを測定
した。
　また、上述の方法で製作した実施例および比較例のめっき鋼板に対し、めっき密着性の
評価であるデュポン衝撃試験を行った。デュポン衝撃試験は燃料タンクのような複雑形状
へのプレスを想定し、通常よりも厳しめの先端形状であるポンチ径４ｍｍ、重量５００ｇ
の錘を用い、高さ１ｍから鋼板に落下させて実施した。試験結果を表３に示す。めっき剥
離無しを○で示し、めっき剥離有りを×で示した。めっき剥離の有無は、試験後のサンプ
ル表面に粘着テープを貼り、その後引き剥がし、めっきが剥離しなかった場合をめっき剥
離無し（○）、めっきが剥離して粘着テープに付着した場合をめっき剥離有り（×）とし
た。
【００９０】
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【表３】

【００９１】
　なお、表３における下線は、本発明の範囲外であることを示す。
【００９２】
　本発明の範囲内である発明例Ｎｏ．１～２０の鋼板は、Ｓｉが０．２０％以上１．０％
以下、Ｍｎが０．４０％以上２．５％以下である。また、Ｓｉ含有量を［Ｓｉ］、Ｍｎ含
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有量を［Ｍｎ］としたときの［Ｍｎ］＋５［Ｓｉ］が２．０以上７．０以下である。めっ
き直前の鋼板表面の微小凹凸高さが０．００５μｍ以上０．１０μｍ以下であり、デュポ
ン衝撃試験において良好なめっき密着性を示した。
【００９３】
　一方、Ｓｉ、Ｍｎ、または、［Ｍｎ］＋５［Ｓｉ］が本発明の範囲外である比較例Ｎｏ
．２１～３３のめっき鋼板は、めっき直前の鋼板表面の微小凹凸高さが０．００５μｍ未
満、または０．１０μｍ超であり、デュポン衝撃試験においてめっき剥離が認められ、め
っき密着性が不十分であった。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明によれば、めっき密着性の良好な鋼板が得られ、自動車分野や家電分野等への適
用、とりわけ、自動車の燃料タンク用途に好適なプレス成形性とめっき密着性を有する電
気めっき鋼板とその素材である電気めっき用鋼板ならびにそれらの製造方法を提供するこ
とができる。また、本発明によれば、めっき鋼板の許容加工度が向上し、自動車、とりわ
け、燃料タンクの軽量化、車体デザインの複雑化が可能となる。よって、本発明は、自動
車産業において利用可能性が高いものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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